


 

 

 

 





 

はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖地震が発生し、東日本を直撃しました。 

震災は、私たちに、大自然の猛威を肌身で感じさせるとともに、改めて地球環境と共

生することの必要性を訴えかけています。これにより、安全・安心への区民の関心が高

まるとともに、放射性物質対策や節電への啓発、再生可能エネルギーの普及など環境負

荷低減への取組が求められています。 

区では、「環境と共生する」ことを基本構想及び基本計画の基本理念とし、環境への負

荷を減らし、自然を守り、良好な都市環境の保全・改善に努めることを目黒区行政のあ

らゆる分野に共通する基本課題と位置付けております。 

このたび、将来を見据えた計画の方向性を継承しつつ、生物多様性の保全・創出や温

室効果ガス排出量の更なる削減への取組と新たな課題に柔軟に対応するため、「目黒区環

境基本計画」を改定いたしました。 

改定した計画では、目指すべき環境像の実現に向けて、環境配慮行動につながる施策

を展開するとともに、区民、事業者の皆様と協力・連携して環境への負荷の少ない社会

づくりを進めてまいります。 

結びになりますが、本計画の改定に当たり、区民の皆様から貴重なご意見をいただく

とともに、目黒区環境審議会で熱心にご審議いただき、改めて御礼申し上げます。 

私たちの将来の世代に、良好な地域環境、そして、地球環境を継承していくため、と

もに手を携えてまいりましょう。皆様のご理解とご協力を心から願ってやみません。 

 

                平成２４年３月 目 黒 区 長

 

目黒区総合庁舎屋上からの眺め 



 

 

めぐろ区民キャンパス 
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